
 

 

 
 

 

 
事
業
復
活
支
援
金 

申
請
検
討
中
の
方
へ 

事
前
確
認
の
手
続
き
が
必
要
で
す 

事
業
復
活
支
援
金
の
申
請
に
つ
い
て
ご
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

一
時
支
援
金
や
月
次
支
援
金
を
支
給
さ
れ
た
方
は
事
前
確
認
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
申
請
に
あ
た
っ
て
は
「
事
前
確
認
」
と
い
う
手

続
き
が
必
要
で
す
。
金
融
機
関
や
専
門
家
等
の
「
登
録
確
認
機
関
」

で
自
営
業
者
で
あ
る
こ
と
や
支
援
金
の
申
請
要
件
確
認
の
認
証
を
受

け
る
手
続
き
で
す
。
一
時
支
援
金
・
月
次
支
援
金
で
は
こ
の
事
前
確

認
が
完
了
す
る
前
で
も
必
要
事
項
の
入
力
や
添
付
書
類
の
送
信
が
で

き
ま
し
た
が
、
復
活
支
援
金
か
ら
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

も
し
金
融
機
関
で
与
信
取
引
（
事
業
資
金
の
借
入
・
場
合
に
よ
っ
て

は
当
座
預
金
の
開
設
で
も
可
）
が
あ
れ
ば
、
そ
の
金
融
機
関
で
認
証

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
一
部
の
信
用
金
庫
で
は
預
金
取

引
の
み
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
の
で
、
ま
ず
金
融
機
関
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。 

金
融
機
関
な
ど
で
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、
支
援
金
Ｈ
Ｐ
か
ら
登

録
確
認
機
関
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
検
索
す
る
と
き
に
は

都
道
府
県
・
市
町
村
で
大
阪
府
・
吹
田
市
を
選
択
し
、
絞
り
込
み
条

件
1
で
地
域
限
定
・
限
定
な
し
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
吹
田
市
内

で
34
件
が
検
索
で
表
示
さ
れ
ま
す
。
支
援
金
事
務
局
か
ら
の
手
数
料

（
非
常
に
低
額
で
2
千
円
）
の
み
で
認
証
手
続
き
を
さ
れ
て
い
る
専

門
家
も
い
ま
す
が
、
手
数
料
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
電
話
等

で
問
い
合
わ
せ
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

支
援
金
の
Ｈ
Ｐ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
事
前
確
認
を
受
け

る
場
合
は
必
ず
事
前
予
約
の
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。
事
前
確
認
で

必
要
な
書
類
は
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
裏
面
に
添
付
し
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

 

 

 

個
人
・
白
色
申
告
の
方
へ
ご
注
意 

 

個
人
・
青
色
申
告
、
法
人
事
業
者
の
場
合
は
、
対
象
月
（
２
０
２

１
年
11
月
～
２
０
２
２
年
3
月
ま
で
の
任
意
の
月
を
選
択
）
の
売

上
と
２
０
１
８
年
11
月
～
２
０
２
０
年
3
月
ま
で
の
同
月
の
売
上

と
比
較
し
ま
す
。
対
象
月
の
売
上
は
売
上
台
帳
、
比
較
対
象
と
な
る

売
上
金
額
は
収
受
印
が
あ
る
税
務
申
告
の
提
出
書
類
で
確
認
し
ま
す
。

個
人
・
青
色
の
方
は
青
色
決
算
書
の
第
2
面
に
月
別
売
上
金
額
の
記

載
欄
、
法
人
事
業
者
は
事
業
概
況
説
明
書
の
裏
面
下
段
に
あ
る
月
別

売
上
の
記
載
欄
で
確
認
さ
れ
ま
す
。
個
人
・
白
色
申
告
の
場
合
は
年

間
売
上
の
月
平
均
と
の
比
較
に
な
り
ま
す
。
申
告
書
Ｂ
第
1
表
の
一

番
左
上
に
あ
る
「
収
入
金
額
・
事
業
・
営
業
等
」
㋐
に
記
載
さ
れ
た

金
額
、
も
し
く
は
収
支
内
訳
書
の
売
上
（
収
入
）
金
額
①
で
確
認
さ

れ
ま
す
。
記
載
を
省
略
し
て
い
る
方
は
民
商
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

個
人
事
業
者
で
郵
送
に
よ
り
申
告
し
て
い
る
方
は
、
提
出
用
の
み

送
付
し
控
は
送
ら
な
い
よ
う
に
税
務
署
が
案
内
し
て
い
る
た
め
、
収

受
印
の
な
い
場
合
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
税
務
署
で
２
０
１
８
年

か
ら
3
年
分
の
「
課
税
証
明
書
（
そ
の
2
）」
の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
際
に
は
所
得
金
額
の
内
訳
も
明
記
し
て
も
ら
う
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。 

 

事
業
復
活
支
援
金
申
請
相
談
会 

2
月
21
日
（
月
）
19
時
00
分 

民
商
会
館 

2
月
22
日
（
火
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

申
請
期
限
は
5
月
31
日
ま
で
で
す
。
確
定
申
告
以
降
に
3
月
後

半
、
4
月
、
5
月
に
も
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

重
税
反
対
全
国
統
一
行
動 

吹
田
集
会 

集
団
申
告
の
お
知
ら
せ 

3
月
11
日
（
金
）
13
時
30
分 

吹
田
勤
労
者
会
館 

今
年
の
集
会
は
30
分
の
短
時
間
で
集
会
を
開
催
し
、
商
店
街
を
一

周
す
る
行
進
を
行
う
予
定
で
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
吹
田
税

務
署
で
申
告
書
を
提
出
し
、
そ
の
場
で
申
告
書
控
え
に
受
付
印
を
押

印
し
て
受
け
取
り
ま
す
。 

前
年
同
様
申
告
書
控
の
受
取
り
を
郵
送
で
の
返
送
で
も
良
い
方
は
、

①
申
告
書
が
入
る
大
き
な
封
筒 

②
切
手
（
所
得
税
の
控
の
み
な
ら
84
円
、
消
費
税
や
そ
の
他
届
出
を
含
む
場
合

は
94
円
）
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
（集
団
申
告
行
進
用
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
成
） 

 

3
月
6
日
（
日
）
朝
9
時
30
分
か
ら
お
昼
ま
で
民
商
会
館
へ
来

て
く
だ
さ
い
。
紙
を
切
っ
た
り
、
貼
っ
た
り
す
る
作
業
を
行
い
ま
す
。 

 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談 

3
月
17
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
に
よ
る
出
張
の
無
料
法
律
相
談
で
す
。

希
望
す
る
方
は
民
商
事
務
所
ま
で
予
約
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 


